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男鹿市告示第１６号 

 

 男鹿市放課後児童健全育成事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

  令和７年２月２５日 

 

男鹿市長 菅  原  広  二  

 

 

男鹿市放課後児童健全育成事業実施要綱の一部を改正する告示 

男鹿市放課後児童健全育成事業実施要綱（令和６年男鹿市告示第１７号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第３条 児童クラブの名称及び位置は、別表第１のとおり
とする。 

第３条 児童クラブの名称及び位置は、別表のとおりとす
る。 

（開設時間） （開設時間） 

第８条 児童クラブの開設時間は、別表第２のとおりとす
る。ただし、利用児童の保護者からの要望がある場合は、
開所時間を延長できるものとする。 

第８条 児童クラブの開設時間は、別表第２のとおりとす
る。ただし、登録児童の保護者からの要望がある場合は、
開所時間を延長できるものとする。 

（利用の申込） （入会の申込） 

第９条 児童クラブの利用を希望する対象児童の保護者

は、利用（登録）申込書（別記様式）を市長に提出しな
ければならない。 

第９条 児童クラブに入会を希望する対象児童の保護者

は、入会（登録）申込書（別記様式）を市長に提出しな
ければならない。 

２ 市長は、前項の利用申込みを受けたときは、調査等を
行い児童クラブの利用を承認したときは、これを登録す

２ 市長は、前項の入会申込みを受けたときは、調査等を
行い児童クラブの入会を承認したときは、これを登録す
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改正後 改正前 

るものとする。 るものとする。 

（届出事項） （届出事項） 

第10条 児童クラブの利用の承認を受けた対象児童の保護
者（以下「保護者」という。）は、次の各号のいずれか
に該当するときは、直ちにその旨を市長に届けなければ
ならない。 

第10条 児童クラブに入会をさせている保護者（以下「保
護者」という。）は、次の各号のいずれかに該当すると
きは、直ちにその旨を市長に届けなければならない。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

（費用の負担等） （費用の負担等） 

第11条 保護者は、児童クラブに要する費用の一部として、
１人当たり１ヶ月につき2,000円（傷害保険料は別途２分
の１の実費額）を負担しなければならない。ただし、月
の途中で利用し、又は退会する場合は、次のとおりとす
る。 

第11条 保護者は、児童クラブに要する費用の一部として、
１人当たり１ヶ月につき2,000円（傷害保険料は別途２分
の１の実費額）を負担しなければならない。ただし、月
の途中で入退会した場合は、次のとおりとする。 

⑴ 月の途中で利用する場合は、当該月分の負担金の額
は、日割計算した額とする。 

⑴ 月の途中で入会した場合は、当該月分の負担金の額
は、日割計算した額とする。 

⑵ （略） ⑵ （略） 

２ （略） 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

２ （略） 
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改正後 改正前 

別表第１（第３条関係） 別表（第３条関係） 

名称 位置 

船川児童クラブ 男鹿市船川港船川字漆畑36―１（船川
第一小学校内） 

船越児童クラブＡ 男鹿市船越字本町９―１（旧船越保育
園内） 

船越児童クラブＢ 男鹿市船越字本町９―１（旧船越保育
園内） 

船越児童クラブＣ 男鹿市船越字本町９―１（旧船越保育
園内） 

脇本児童クラブ 男鹿市脇本脇本字上野１―１（脇本第
一小学校内） 

美里児童クラブ 男鹿市鵜木字松木沢境90（美里小学校
内） 

 

名称 位置 

船川児童クラブ 男鹿市船川港船川字漆畑36―１（船川
第一小学校内） 

船越児童クラブ 本
館 

男鹿市船越字本町９―１（船越本町町
内会館） 

船越児童クラブ 分
館 

男鹿市船越字本町９―１（船越保育園
内） 

脇本児童クラブ 男鹿市脇本脇本字上野１―１（脇本第
一小学校内） 

五里合児童クラブ 男鹿市五里合神谷字下石27（五里合コ
ミュニティセンター内） 

北浦児童クラブ 男鹿市北浦北浦表町字表町19（北陽小
学校内） 

払戸児童クラブ 男鹿市払戸字渡部22（払戸小学校内） 

美里児童クラブ 男鹿市鵜木字松木沢境90（美里小学校
内） 
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改正後 改正前 

別記様式（第９条関係） 別記様式（第９条関係） 

  

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分及び太枠で示した部分である。 

 

附 則 

 この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 


